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１章 ユーザー登録 

「個人番号登録を行う」 

 

１章 ユーザー登録 
 
 

個人番号登録を行う 
 

個人番号設定権限を登録する 

 

❶日本 ICS アプリケーションを起動する

と「個人番号設定権限を持つユーザー

が登録されていません」と表示されま

す。     を選択して「ユーザー登

録」に進みます。 

  

 設定を行わない場合は     を選

択してください。 

 ※設定を行うまで起動時にメッセージ

が表示されます。 

 

 

SQL Server にログイン 

 

❶導入時はパスワード未設定の為、パス

ワード入力は不要です。 

 

❷     を選択します。 

 

 

 

 

 

ユーザー種別の選択 

 

❶ユーザー種別を「一般ユーザー」から

「システム管理者」に切り替えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ユーザーの修正 

 

❶「ユーザー一覧」より登録されている

ユーザーを選択して      を選択

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 章 

 

❷ 

❶ 
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１章 ユーザー登録 

「個人番号登録を行う」 

 

ユーザーの設定 

 

❶「パスワード」を登録します。＊マー

クを削除して１～14 桁で入力くださ

い。 

続いて「Enter」キーを押下して「確認

用」にも入力します。 

 

  ※パスワードは必ず入力してくださ

い。 

 

❷「個人番号設定権限」には必ずチェッ

クを付けてください。 

 

※個人番号を登録、使用する場合は

「個人番号アクセス可能権限」にも

チェックをつけます。使用しない場

合、チェックは不要です。 

 

 

❸起動時にパスワード入力を行う場合

は、「Windows ユーザーとリンクす

る」のチェックを外してください。パ

スワードが不要の場合はチェックを付

けたままにしておきます。 

 

 

 

 

 

 

❹     を選択して「ユーザーの設 

定」を閉じます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

完了 

 

❶ユーザー登録は完了です。   を選

択して終了します。 

 

❷設定を反映させるため、業務終了して

日本 ICS アプリケーションを再起動し

てください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パスワード入力すると起動 

 

 

「日本 ICS アプリケーション」を起動 

❶ 

❸ 

❹ 

❷ 

 重要 

パスワードを忘れた場合、ログインができ

なくなります。パスワードは忘れないよう

控え等をお取りください。 

 

チェックなし チェックあり 

 重要 

個人番号を登録、使用する場合は「個人番

号アクセス可能権限」にもチェックをつけ

ます。使用しない場合、チェックは不要で

す。 

 重要 

「個人番号アクセス可能権限」にチェック

を付けた場合は次ページの「マスターキー

を作成する」を行ってください。 
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１章 ユーザー登録 

「マスターキーを作成する」 

 マスターキーを作成する 
 

※個人番号アクセス可能権限にチェックを付けた場合はマスターキーの作成を行います。 

 

バックアップ・リストア 

❶「業務選択」から「共通処理」→「ｄｂ導入 

・設定」→「バックアップ・リストア」を選 

択します。 

 

 

 

 

 

 

  

マスターキーのバックアップ 

❶メニューバーから「設定・他」→「管理者業 

務」を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

❷「マスターキーのバックアップ」を選択しま

す。 

 

❸       を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ユーザーアカウント制御 

 

➊            を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

❶ 

❷ 

❸ 
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１章 ユーザー登録 

「マスターキーを作成する」 

パスワードを設定 

 

❶パスワードを入力します（8 文字以上）。 

※必ず入力してください。 

 

❷パスワードのヒントを入力します。 

※必ず入力してください。 

 

❸       を選択します。 

 

 

 

 

 

  

バックアップ用メディアに保存 

 

❶バックアップ用メディア（USB メモリ、外付

け HD 等）を PC に接続しているか確認して      

を選択します。 

 

 

❷接続したバックアップ用メディアを選択しま 

す。 

 

❸ファイル名が「BackupMasterKey.key」で 

あることを確認します。 

 

❹         を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

完了 

 

➊       を選択します。 

 

 

 

 

 

  

 

❶ 

❷ 

❸ 

❶ 

❹ ❸ 

❷ 

  補足 ―USB メモリ未挿入 
USB メモリを挿入していない場合、下記メッ

セージが表示されます。 
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２章 はじめて処理する場合 

「処理の流れ」」 

２章 はじめて処理する場合 
 

 

処理の流れ 
当システムでは、給与に関しての総合的な処理（月々の給与通常処理／算定・月変処理／年末調整処理）を行うこと

が可能です。 

 
 

 

２ 章 

 
1.会社の登録 

  会社情報の登録や設定、手当名称の変更等を行います。 

  最大 3 社まで登録可能です。 

 
3.給与・賞与処理 

  月々の給与・賞与データの入力～明細書出力等、一連の作業を行います。 

   

 
4.翌月更新 

  翌月の処理に更新します。賞与の場合も更新します。 

 
5.算定時決定・随時改定 (算定は 6 月支給処理時) 

  毎月入力している給与情報を元に社会保険の等級の見直し、算定基礎届や 

月額変更届等の帳票の印刷が行えます。 

 
6.年末調整 

  毎月入力しているデータと年調データから年末調整の計算を行います。 

   

 
7. 翌年に更新 

  年末調整後、翌年度に更新します。 

   

会社登録～月々の処理の流れ 
   

 
2.社員の登録、給与体系登録 

  社員の個人データや、明細書のレイアウトを編集します。 
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３章 会社登録 

「新規会社登録・修正・削除」 

」 

 

 

３章 会社登録  
 
 

新規会社登録・修正・削除 
 
「登録・導入」→「新規会社登録・修正・削除」よりマスターの新規作成・修正・削除を行う処理です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新規会社登録 

➊「登録・導入」→「新規会社登録・修
正・削除」をクリックします。 

  会社登録画面が表示されます。会社名 

や住所等、各項目を入力してください。 

※アスタリスク(＊)は必須項目です。 

 

 

 

 

 ➋会社登録画面左上にタブがあり、画面を 

切り替えて各ページの設定を行います。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

❸入力・設定を完了後、画面右下の 

をクリックして会社を登録 

します。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 章 

➊ 

  ポイント  

基本会社情報：会社名や住所等、会社の情報 

を登録します。 

支給・労働条件：給与処理を行う年度や開始

する月、支給日等を設定します。 

社会保険：健康保険・厚生年金保険・雇用保

険の区分や率を登録・確認します。 

税金・年調：所得税・住民税・年末調整の設

定を行います。 

システム設定：部署管理や端額の計算など、

システム的な設定を行います。 

 

➋ 
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３章 会社登録 

「新規会社登録・修正・削除」 

 

❹会社登録完了後、メッセージが表示され 

ます。 

…「給与・賞与」入力画面に 

移ります。続けて[社員登 

録]を行う場合はこちらを 

選びます。 

…会社登録を終了します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

会社選択画面 
 

会社を登録後、「新規会社登録・修正・削除」を 

選択すると会社選択画面が表示されます。 

表示された会社を選択して      をクリッ 

クすると選択した会社の修正が可能です。 

 

新たに会社を登録する場合は       をク 

リックしてください。 

 

会社の削除を行う場合 

会社選択後に表示される会社登録画面を閉じると     をクリック 

     が表示されます。クリックして削除で 

きます。 

 

 
 

処理を開始する月について 
 

会社登録時、「支給・労働条件」タブの給与支給設定にて処理を行う年度、入力を開始する月を 

登録します。登録された処理開始月以前の月の入力は設定により可能ですが、明細書の印刷は行 

えません。また、会社登録後、「処理年」「処理開始月」は変更できませんのでご注意ください。 

 

「処理開始月」「給与支給基準

日（毎月の支給日）」を入力し

ていただくと右側に毎月の支

給（予定）日が表示されます

ので参考にしてください。 

グレー表示されている月は明 

細書が作成できない月です。 
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３章 会社登録 

「新規会社登録・修正・削除」 

 

  

 
有給休暇の管理 

 
「新規会社登録・修正・削除」の「支給・労働条件」タブにて有給休暇の設定を行い、起算月に 

翌月更新を行った際に自動的に有給日数を更新することが可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

❶有給休暇管理を「行う」「行わない」 

より選択します。 

  

❷有給管理を行う対象者にチェックを 

 付けます。 

 

❸入力した支給月に更新すると自動で 

有給休暇日数の付与・繰越を行いま 

す。 

 

❹起算月に付与される有給休暇の限度 

 日数を設定します。 

 

❺「次年加算付与日数」を自動計算さ 

 せるか手動(手入力)で行うか選択し 

 ます。 

 

自動→各社員の入社年月日から次の 

有給年更新が何年目かを判定 

して、自動で付与します 

入力→次年加算付与日数を直接入力 

 

 

 

 

 

 

 

❻前年の有給残を翌年に繰り越す場合 

は「有り」を選択してください。 

 有りの場合は繰越限度日数を入力し 

ます。 

 

❼起算月に支給される限度日数を設定 

  します。 

 

  ポイント ―有給管理を行わない場合 

有給管理を「行わない」の状態であっても、

「前年有給残日数」や「有給使用日数」を入

力することは可能です。ここでは起算月に有

給の付与日数や繰越の管理を自動で行うかど

うかの設定を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前月有給残日数(初回は入力してください) 

前月から更新した時点で有給が何日残っているかを入力しま

す。初回は必ず入力してください。 

 

前年付与日数(初回は入力してください) 

前年に付与された日数を入力しますが、有給管理を行う設定後

初回は必ず入力してください。 

 

次年有給支給日数 

＝繰越有給残日数+前年付与日数+次年加算付与日数 

※有給の繰越しは 1 年のみのため繰越有給残日数は前年付与

日数を上限とします。 

「給与・賞与」明細書入力画面より「項目一覧入力」タブ内の

「勤怠関係」の画面を開きます。 

有給管理を行う設定後に必要な入力項目 

➊ 

❷ 

❸ 

❼ 

❻ 

❺ 

❹ 

  ポイント ―加算付与日数 

初年度：入社 1 年目に付与される日数 

2 年目：2 年目に付与される日数(加算分) 

※初年度 10 日、2 年目 11 日付与の場合は 

1 日と入力します。3 年目以降も同様です。 
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３章 会社登録 

「新規会社登録・修正・削除」 

 
 

登録画面、出力画面は会社登録画面、給与の入力画面等から開く事も可能です。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

社員絞込(F7) 

社員登録(F8) 

  登録ガイド 

会社登録画面等の上部に配置してい

ます。[1]会社～[7]社員をクリック

する事で表示される登録画面が切り

替わります。 

  「給与・賞与」画面 

画面上部の各項目より登録関係、各種帳票の出力画面を選択可能です。 

 登録更新（T） 

支払帳票（S） 

賃金帳票（C） 

納付帳票（N） 

比較表（Ｐ） 

年末調整（Y） 

確認帳票（K） 
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４章 基本登録 

「社員の登録」 

 

４章 基本登録 
 

「給与・賞与」→「給与・賞与」より社員の登録や給与明細書のレイアウト等の設定を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社員の登録 
 
 

社員登録 
 

処理を行う社員を登録します。 

❶    または「登録更新」より「社員 

  登録」を選択します。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

４ 章 
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４章 基本登録 

「社員の登録」 

 
❷      をクリックして、「社員コー

ド」を入力、続いて「社員氏名」を入力
します。(姓と名を左右に分けて入力して
ください) 

 

❸社員コード、氏名を入力後、「本人情報」 
や「扶養情報」等を登録します。 

 

❹      をクリックすると登録完了 
です。 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

社会保険の設定 
 

「社会保険」タブに健康保険、厚生年金保険の 

標準報酬月額または等級を入力します。 

 

 

 

 

 

 

 

健康保険・厚生年金未加入の場合は「健康保険区 

分」「厚生年金保険区分」を「未加入」を選択し 

ます。 

 

雇用保険未加入の場合は「雇用保険参照元」を 

「個人」に切り替え、「雇用保険区分」を「未加入」 

を選択します。 

 

  ポイント ―年月日の入力 

年月日を入力する場合、まず「年号」を 

選択します。続けて年月日を”6 桁で”入力 

します。 

 
 

日給者・時給者の設定 
 

日給者・時給者の場合、「社員登録」の「労働条件」 

タブの「給与支給区分」を切り替えてください。 
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４章 基本登録 

「社員の登録」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

住民税の設定 
 

「税金」タブで住民税の入力を行います。 

「前年 7 月以降分」「初回 6 月分」「7 月以降分」 

の３つの枠があり、現在作業を行っている月で 

徴収する金額を自動で判定します。 

 

入力区分を「手動」に変更すると明細書での 

直接入力に変わります。 

 

 

 

 

 

支払区分が「翌月支給」の場合は会社登録の「税金・年調」タブの「初回 6 月分自動更新月」で 

初回 6 月分を徴収する月を設定できます。 

 
  初回 6 月分自動更新月 

例）5 月分 6 月 XX 日支給、6 月分 7 月 XX 支給の場合 

支給月：5 月分 6 月 XX 日支給を初回 6 月と判断 

処理月：6 月分 7 月 XX 日支給を初回 6 月と判断 

 

 ※印が付いている欄から徴収します 
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４章 基本登録 

「給与明細書のレイアウトを編集する」 

 給与明細書のレイアウトを編集する 
社員登録完了後の明細書入力画面です。 

勤怠・支給・控除それぞれの項目名や配置の編集が可能で、実際に明細書を印刷する際のレイアウトとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

給与体系登録 
 

勤怠、支給、控除項目について配置を自由に変更 

でき、明細書レイアウトの編集、追加作成が可能 

です。 

 

 

 

 

 

 
 

 項目属性登録 
 

    手当項目、控除項目等の項目名称の変更や報酬属性、 

計算方法等の設定を行う画面です。 

 

給与体系登録 

項目属性登録 
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４章 基本登録 

「給与明細書のレイアウトを編集する」 

 

給与体系登録 
 

❶「登録更新」をクリックして、「給与体系
登録」を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
❷勤怠・支給・控除と分かれており、変更

したい個所（黄色表示）をクリックして
操作を行います。 

 

   

 

 

  

 

 

 

設定したい欄をクリック後 

画面上部の項目を選択：セットされる 

       ：項目属性登録へ 

       ：空欄にする 

  ポイント ―賞与体系 

賞与の明細書は給与の明細書と別のレイ

アウトになっています。 

賞与明細書のレイアウトを編集する場合

は画面左側にて賞与体系を選択して賞与

明細書を編集してください。 

 



 

15 
４章 基本登録 

「給与明細書のレイアウトを編集する」 

 
 

給与体系を追加して使い分ける 
 

   登録済の給与体系を基に新しい給与体系を追加する事が可能です。 

    所属部署ごとや、正社員やパート等、異なる明細書を用意する場合にご利用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    「社員登録」の「労働条件」タブに給与体系参照元があり、どの給与体系を使用するか指定できます。 

 

⚫ 会社単位で給与体系を使用する場合 

「会社登録」の「支給労働条件」タブで使用する給与体系を選択します。 

 

 

 

 

 

 

⚫ 部署単位で給与体系を使い分ける場合 

部署登録で使用する給与体系を選択します。 

⚫ 会社単位、部署単位、個人単位で給与体系を使用する場合での共通事項 

「社員登録」の「税金」タブで「給与支給参照元」を会社、部署、個人から選択します。 

個人を選択した場合は使用する給与体系も選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「追加(F8)」をクリック後、「体系コード」と「体系名」を入力します。

体系名は他の給与体系と区別がつくようにお決めください。 

給与体系参照元の違い 

会社：会社登録で指定している給与体系を使用します。  

部署：部署登録で指定している給与体系を使用します。 

個人：選択している社員ごと給与体系を指定します。 

会社全体で使用する給与体系を指定します。 
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４章 基本登録 

「給与明細書のレイアウトを編集する」 

 
項目属性登録（項目編集） 

 

❶「登録更新」をクリックし、「項目属性登 
録」を選択します。 

 

 

 

 

❷分類項目で勤怠項目～所得項目の中から 

分類を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 ❸分類項目選択後、編集したい項目を選択 

します。 

 

❹項目名称で名称の編集が可能です。使用 

範囲を給与/賞与/共通から選択します。  

 

 

 

 

 ❺入力端数処理は入力（直接入力）/計算

（自動計算）かを選択します。 

 

 ❻更新 SW 

  ・継続：翌月更新後も直前の月の内容が 

残ります。 

  ・消去：翌月更新後、内容が消去されま 

す。 

 

❼算定・月変処理時の判定に使用します。 

 

 

月変処理において固定的賃金は支給額の
変動の対象になるのに対し、変動的賃金
は変動の対象になりません。ただし、両
者とも標準報酬決定の対象(算定含む)と
なります。一時的賃金は算定や月変の標
準報酬決定の対象外となります。 

 

 

 

❽10 進か 60 進を選択します。 
例）30 分を入力する場合 

10 進：「0.50」と入力 

60 進：「0：30」と入力 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❷ 

❸ 

❺ 

❻ 

❼ 

❽ 

  ポイント ―報酬属性 

月変処理において固定的賃金は支給額の変動

の対象になるのに対し、変動的賃金は変動の

対象になりません。ただし、両方とも標準報

酬決定の対象（算定含む）となります。 

一時的賃金は算定や月変の標準報酬決定の対

象外となります。 

 

❹ 
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４章 基本登録 

「給与明細書のレイアウトを編集する」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

入力／端数処理について 
 

 時間外項目や手当項目にて入力端数処理を計算にすると上手くんで用意している計算ルールが自動的 

に設定されます。 

 

 

 

【手当】計算ルールが手当単価×手当回数となり、手当単価と手当回数を入力すると自動で計算されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

また、「計算ルール登録」にて計算ルールを作成した場合に選択する事で任意のルールで計算を行う事が可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  計算ルール欄にて作成したルールを選択します。 

【時間外】計算ルールが時間外単価×時間外時間となり、時間外単価と時間を入力すると自動で計算されます。 

 

 

 

 

             手入力 

【手当】計算ルールが手当単価×手当回数となり、手当単価と手当回数を入力すると自動で計算されます。 

 

 

 

 

             手入力 

手当１は手当単価１×手当回数１、時間外１は時間外単価 1×時間外１時間等、 

それぞれに数字を振っており、その数字同士で計算がかかるようになっています。 

自動計算を利用する際、同じ数字で揃えて利用します。 

「登録更新」より「計算ルール

登録」を選択して計算ルールを

追加します。 
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５章 給与・賞与 

「給与・賞与入力」 

 

 

５章 給与・賞与 
 

給与・賞与入力 
月々の給与・賞与のデータの入力を行う画面です。入力画面は 4 タイプあります。 

使いやすい入力画面を利用ください。「給与・賞与」→「給与・賞与」を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

明細書入力 
 

明細書入力は「給与体系登録」で設定した 
明細書のレイアウトを表示し入力を行いま 
す。 

 

画面左で入力する社員を選択して入力を行 
ってください。 
 

  

 

社員一覧・項目一覧入力 
 

勤怠関係・支給関係・単価関係等分類ごと 

に表示して一覧で入力します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

５ 章 

社員一覧入力 

項目一覧入力 

 

 

画面左上にて入力 

画面の切り替えが 

可能です。 
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５章 給与・賞与 

「給与・賞与入力」 

 

ユーザー項目入力 
 

毎月入力する項目や確認したい項目等を登 

録することで必要な項目のみ画面表示させ 

て入力を行うことができます。 

 

「登録更新」から「ユーザー項目登録」を 

選択してセットしたい項目を登録します。 

1 ページにつき 30 項目まで登録できます。 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

差引支給額の表示 
 

社員一覧・項目一覧入力は「項目属性登録」で「使用する」と設定している項目すべてが表示されます。 

しかし、明細書入力は「給与体系登録」にてセットしている項目のみ表示されます。 

社員一覧・項目一覧入力にて入力した項目が明細書入力でセットされていない場合、差引支給額が合わない 

事例が起こります。 

 

 

例）社員一覧入力にて給与明細書に未セットの手当－８に金額を入力。 

 

 

 

 

 

  明細書入力では手当―８はセットされていない為、表示されませんが、総支給額、差引支給額には含ま 

れます。明細書上で金額が合わない為、差引支給額が赤色表示になります。 

 

 

 

 

 

 

不一致のまま処理を終了するとメッセージが表示されます。 

どの項目が原因か確認いただけます。 

【正常】 【不一致】 

「手当－８」が給与明細書にセットされていません 



 

20 
５章 給与・賞与 

「給与・賞与入力」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

各項目欄の色の違いについて 
 

 各項目の入力欄は手入力可能や、自動計算など設定によって異なります。 

 金額欄の色で違いが分かるようになっております。 

 

 

白 色 

直接入力を行う欄です。 

翌月に更新した際、「項目属性登録」の「更新 SW」が「継続」

であれば入力した金額は次月以降も残ります。 

 

 

水色の枠は自動計算が行われている状態です。 

 

直接入力もが可能ですが、入力した場合は緑色にかわり、

実額入力状態となります。 

 

実額入力を解除して自動計算状態に戻す場合は 

「Delete」キーを押下してください。 

 

薄紫色 

総支給額や課税対象額、差引支給額欄等は自動的に集計され

る欄となっており、入力できません。 

 

手入力 
Delete

キー 

 
 

月給者・日給者・時給者の本給について 
 

本給欄は月給者・日給者・時給者で本給欄の表示が変わります。 

 

 

【月給者】 

本給欄は直接手入力します。 

  

 

 

【日給者】 

本給欄が水色になり、自動計算の状態になります。 

日給単価を入力しておき、出勤日数を入力する事で 

自動計算されます。 

 

【時給者】 

本給欄が水色になり、自動計算の状態になります。 

時給単価を入力しておき、出勤時間を入力する事で 

計算されます。 

 

 

 

月給者の本給欄、日給単価・時給単価欄は、翌月更新を行った場合、入力した金額は維持されます。 

 

【日給者】 

出勤日数×日給単価 

【時給者】 

出勤時間×時給単価 

【月給者】 

実額入力 

水 色 

↑ ↓ 

緑 色 



 

21 
６章 出力(支払・賃金・確認帳票) 

「各業務の印刷機能について」 

６章  出力（支払・賃金・確認帳票） 
 

各業務の印刷機能について 
 
 

プリンターの確認 
 

➊各業務で使用するプリンターは、業務選
択画面で指定します。 

  

 

  

 

印刷設定画面 
 

➊   ボタン：帳票を CSV 形式で出力し
ます。（CSV 形式とは Excel 等の表計算ソ
フトで加工することができる形式です） 

 
   ボタン：印刷結果を画面上で確認
する事ができます。 

 
   ボタン：印刷画面に移行します。 
 

➋印刷を行うプリンターや用紙サイズ、給
紙方法などを確認・選択します。 
 

➌カラープリンターを使用する場合、「カラ
ー印刷を行う」を選択します。 

 

  

 

印字設定 
 

     ボタンから印刷する際の印字位

置調整が可能です。 
 

➊数値を 1 変えると 0.1mm 移動します。 

上からの移動量 · 数字が増えると下へ、 

減ると上へ移動。 

左からの移動量 · 数字が増えると右へ、 

減ると左へ移動。 
 

例）印字位置を左に 3mm 移動させる場合

左からの移動量に-30 と設定します。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

６ 章 

➊ 

➊ 

➌ 

➋ 

➊ 



 

22 
６章 出力(支払・賃金・確認帳票) 

「支払帳票」 

 

 

給与明細書の種類 
 

    帳票選択から給与明細書の出力タイプは１～3 人用があります。 

    ※3 人用はフォーム自体が異なるため、3 人用の明細書の設定が必要です。 

 

    

支払帳票 
 

 

明細書出力 
 

➊帳票選択で出力タイプを選択してくださ
い。 

 
  

 

 ➋出力オプションや   は必要に応じて 

使用します。出力対象や出力する項目明 

細書のタイトルの編集等が行えます。 

 

 

❸出力を行う社員を指定します。社員名を 
クリックすると名前が青く反転します。
もう一度クリックすると未選択に戻りま
す。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➊ 

➋ 

➌ 

➋ 

1 人用 2 人用 3 人用 



 

23 
６章 出力(支払・賃金・確認帳票) 

「支払帳票」 

 

 

明細書の扶養欄の表示について 
 

    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

～明細書出力Ｑ＆Ａ～ 
Q２：【帳票選択で給与明細書（三人分）に切り替えると社員が表示されなくなります】 

A２：給与明細書（三人分）に関しては出力される項目数が限定されますので、給与明細書（三人分）用

の給与体系の登録と、給与明細書（三人分）を使用するために給与体系参照元の設定を切り替える

必要があります。 

 

Q３：【明細書を出力した際の〇月度は変更できますか】 

A３：F6 出力設定の作成年月を打ちかえることで変更できます。 

 

～明細書出力Ｑ＆Ａ～ 
Q１：【明細書で発生のない項目を非表示にできませんか】 

A１：「F6 出力設定」から任意出力タブを選択します。「手当・控除出力」にて表示方法を変更可能で

す。 
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６章 出力(支払・賃金・確認帳票) 

「賃金帳票」 

 

賃金帳票 
 

 

給与台帳兼賃金台帳 
 

各人の給与台帳・賃金台帳を出力します。 

➊帳票選択では大きく分けて給与台帳と 

  源泉徴収簿兼賃金台帳の 2 種類あり 

  ます。 

 

 ➋源泉徴収簿兼賃金台帳に関しては出力 

  オプション又は    で出力項目の 

  拡張や出力する項目の選択並び替え等 

  ができます。 

 

 ➌月指定出力も可能です。 

      又は    押下後、月指定 

を行う画面が表示されます。 

  

 

  月別給与一覧表 
 

処理中の月の一覧表の出力です。部署単位 

 または区分単位で出力も可能です。過去月 

分を出力する場合は月移動（P23 参照）で 

該当の処理月に戻して出力可能です。 

➊帳票選択で社員別、部署別、区分別、簡
易版の選択が可能です。 

 

 ➋賃金台帳同様、   で発生のない項目 

  の出力カットや項目の並び替えなどの設 

  定があります。 

  

 

  支給・控除一覧表 
     次月計算基礎票 

➊支給・控除一覧表は部署別、区分別で作
成可能です。各個人の支給と控除の内容
を一覧表形式で出力します。 

 

 ➋当月の明細表形式で、各支給、控除項目 

  の金額欄が 2 段表示になります。下段に

当月分が表示され、上段に記入等ができ

ますので、次月の給与計算等にご使いく

ださい。 

 

  

➊ 

➋ 

➋ 

➌ 

➊ 

➋ 

❶ 

➋ 
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６章 出力(支払・賃金・確認帳票) 

「確認帳票」 

 

確認帳票 
 
 

チェックリスト 
 

支給計算前のデータや社会保険、住民税の 
入力を行った内容を、リスト出力します。 

  

  

 

会社・社員情報リスト 
 
 必要な項目にチェックを入れて 
 で登録情報のリストを出力します。 
 
 ➊個人番号チェックリストタブに切り替え 

ると、入力した社員と扶養親族の個人番 
号を一覧で出力することが可能です。 

 
 ➋個人番号は    →個人番号の欄にて 

“出力する“を選択すると、個人番号が 
出力されます。 

 
 ※個人番号を出力するには、「共通処理」 

の「ユーザー登録」で個人番号アクセス 
可能権限を付けているユーザーでログイ 
ン時のみ出力可能です。 

 

  

 
 
 

 

 

➊ 

➋ 
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７章 更新業務・その他機能 

「翌年更新（翌月更新）」 

 

 

翌月更新の取り消しについて 
 

    賞与に更新するつもりが間違えて給与に更新してしまった時などに、更新後の処理月を削除して更新前の 

処理月に戻すことが可能です。「翌月更新」のオプションから「当月処理を削除する」を選択して削除を 

行います。※削除をおこなった処理月は復帰できません。 

７章 更新業務・その他機能 
 

翌年更新（翌月更新） 
処理月・処理区分を更新する業務です。翌月更新に関しては「給与・賞与」入力画面の「登録更新」から更新も可能で

す。賞与の入力を行う場合もこちらから更新を行ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

翌月更新 
 

➊処理区分は給与に更新するか賞与に更新 

  するかを選択してください。 

 

 ➋支給日は会社登録の基準日より自動表示 

  しますが、変更も可能です。 

  更新後も「会社登録」の「支給労働条 

件」タブで変更可能です。 

 

 ➌年調項目は 12 月に更新時に選択可能に 

  なります。 

 

 ❹支払基礎日数は算定・月変処理の判定に 

  影響します。時給者・日給者に関しては 

  出勤日数が支払基礎日数となります。 

 

 ❺社会保険徴収月は更新後の徴収月です。 

   

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

章 ７ 

「登録更新」より「翌月更新」を選択して

処理も可能です。 XX 年 12 月から XX 年 1 月への翌年度へ

の更新はこちらからのみ処理可能です。 

➊ 
❷ 
❸ 
❹ 

❺ 

更新開始を選択し、翌月の状態になります 
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７章 更新業務・その他機能 

「月移動・支給日変更」 

 

 

前々月以前に移動した場合 
 

    ロック解除しても社員情報や会社情報の一部など修正できない箇所があります。 

    項目属性登録の内容に関しては前月以前の過去月にさかのぼっての名称等の変更は行えませんので 

    注意してください。 

 

月移動・支給日変更 
過去月の金額の修正や明細書の出力などを行う場合は月移動で過去月に戻ることができます。前述の「翌月

更新」にある「当月処理を削除」と異なり、現行月が削除されることはありません。ただし過去月について

は一部修正できない箇所もありますのでご注意ください。 

 

月移動 
 

➊給与賞与の入力画面より、「登録更新」か
ら「月移動」を選択します。 

 

 ➋現在の処理月まで表示されます。 

  済：処理済の月（過去月） 

  処理中：現行の月 

  再処理中：月移動で移動して処理中の月 

 

 ➌移動したい月を選択して「OK」をクリッ

クしてください。 

 

 ❹前月に移動した場合のみ一括でロック解 

  除するかどうかを聞いてきますので、数 

  字等の修正をされる場合は「はい」で進

めてください。 

  「いいえ」で進めた場合又は前々月以前

に移動した場合でロック解除する場合は

社員単位で行うかオプションの一括ロッ

クから解除してください。 

 

 ❺前月までであればロック解除を行うと所 

  得税や社会保険等を訂正すると自動計算 

されます。前々月以前は既に徴収済と扱

われ、再計算はかかりません。 

※訂正は可能です。 

 

 ➏過去月の処理が終わりましたら必ず元の 

  処理月に戻してください。画面終了時に 

  当月に戻すかどうかのメッセージが表示 

されます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前月に移動した場合のみ表示されます 

過去の明細書等出力の

みされる場合 

数字等修正をする場合 

➏ 
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７章 更新業務・その他機能 

「月移動・支給日変更」 

 

 

支給日変更 
 

過去月の支給日変更が行えます。 
給与・賞与の入力画面の「登録更新」か
ら「支給日変更」を選択します。 
 
支給日変更は現行月で行います。「月移
動」で過去月への移動は不要です。 

 

 ❶会社・部署・個人それぞれの支給日の変 

  更が可能です。参照元で変更する単位を 

  選択し、支給日を変更してください。 

   

 ❷個人支給日を変更する場合は「社員支給   

  日の変更」を選択し、画面を切り替えて 

ください。 

 

 ❸部署や個人の支給日変更する場合はあら 

  かじめ変更する部署又は個人を選択の上 

  変更してください。 

 

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❷ 

❶ 

～支給日変更Ｑ＆Ａ～ 
Q１：【当月分の支給日はどこで変更するのでしょうか】 

A１：「会社登録」の「支給・労働条件」タブ内の〇月分支給日の欄で変更してください。 

  ポイント ―現行月の支給日変更 

「支給日変更」では過去月の支給日の変 

更のみ可能です。 

現行月の支給日変更は「会社登録」の 

「支給・労働条件」で変更可能です。 
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８章 算定時決定・随時改定 

「算定基礎届・月額変更届」 

 

８章  算定時決定・随時改定 
 

算定基礎届・月額変更届 
毎月の支給情報を元に社会保険の等級の改定を自動的に行う処理です。 

算定基礎届や月額変更届の出力も可能です。 

「給与・賞与」の「算定基礎届・月額変更届」より作業を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➊会社を選択すると算定・月変処理を行う 

かどうか確認画面が出ます。 

を選ぶと処理が行われ、     を選 

択すると処理を中断します。 

 

 ➋集計後、結果が画面に表示されます。 

「算定月変一覧」では各社員の結果（算 

定・月変・対象外）が一覧で確認でき、 

「算定月変入力」では選択した社員の詳 

細を確認・編集できます。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

章 ８ 

算定月変一覧 

算定月変入力 

  ポイント ―処理を行うタイミング 

処理を行っている月から前 3 か月の平均を

取り計算を行います。 

翌月支給（末締め翌 10 日支給等）の場合、

支給日を基準に判断を行うため、算定処理

は支給日が 6 月の時に行ってください。そ

れ以外の月では月変となります。 

 

【算定】 

 

 

 

【月変】 
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８章 算定時決定・随時改定 

「算定基礎届・月額変更届」 

 

➌画面上部の「提出帳票」より算定基礎 

届・総括表や保険料変更通知書等の帳票 

の印刷が行えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ❹ 

  

❹算定月変の処理を行うと「社員登録」の 

 「社会保険」タブの「改定欄」に改定後 

の等級が自動的に書き込まれます。 

改定が行われる月まで更新を行うと“従 

前欄”に標準報酬月額・等級が移動し、 

移動後の標準報酬月額・等級を基に 

社会保険が計算されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「社員登録」の「社会保険」タブ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【算定月変処理実施後】改定欄に等級が書き込まれる 

 

 

 

 

 

 

 

【改定月に更新後】改定欄より従前欄に内容が移動する 

算定基礎届 変更通知書 
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「算定基礎届・月額変更届」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     
し、改定後の等級で社会保険が計算されます。 

 

 

 

 

 

  【処理終了時】                 【翌月更新時】 

  

  

 

  【1.算定基礎届・月額変更届を開いて確認】 

 

 

 

 

 

 

  【2.社員登録に改定情報がセットされます】 

     処理を行った月                     翌月更新後 

 

 

 

 

 

 

 

 

【改定の取り消し】 

「算定基礎届・月額変更届」の処理を行って算定・月変対象者となった場合、自動的に等級の変更準備が行われ 

ます。不要な場合は取り消しを行います。 

 

【全社員】     をクリックして       または       を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【社員ごとに取り消す場合】「算定月変入力」にて該当社員を選び、「対象外」にします。 

 

 

 

 

 

 

 

～算定基礎届・月額変更届Ｑ＆Ａ～ 
Q１：給与・賞与終了時や翌月更新の際、月変対象者がいます。とメッセージが出ますがどうすれば良い

でしょうか。 

A１：処理を行っていた月を含めて 3 か月の平均より、次月以降等級の見直しが必要な方がいる場合にメ

ッセージが表示されます。「確認帳票」より「算定・月額対象者リスト」にて対象者をご確認くだ

さい。自身で等級の管理を行っており、月変対象となる方が存在しないと分かっている場合はメッ

セージを無視して作業を行っていただいても結構です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象者は「月変」と表示されます。 

今回の作業分のみ（月変結果）取り消されます。 改定（算定結果、月変結果）が全て取消しされます。 

処理直後 

今月分取消 全取消 

改定（月変結果）に変更になる月、等級が書き込まれます。 従前欄に転記され、改定欄は対象外に戻ります。 



 

32 
９章 年末調整 

「年末調整の流れ」 

 

 

９章  年末調整 
 

年末調整の流れ 
毎月入力しているデータと年調データから年末調整の計算を行います。 

年末調整の計算を行うと、年末調整の過不足税額が明細書画面に表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当期の最終の支給月に更新を行うと「給与・賞与」「年末調整（年調データ入力）」に「年調切替」ボタンが用意されま

す。赤色表示は年末調整を「未実行」、緑色は「実行」状態を表しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

章 ９ 

  

          年調計算未実行 

（通常の給与計算） 

 

          年調計算中 

            

「給与・賞与」「社員登録」「年調データ入力」等で必要な情報を入力します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年調計算を行うと年調過不足税額が算出され、給与明細書に金額が表示されます。 

年調データ入力 給与・賞与 社員登録 

給与・賞与 
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９章 年末調整 

「年末調整の方法」 

 

 年末調整の方法 
給与上手くんαシリーズでは年末調整を２つの方法から選択していただき計算を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
過不足計算を単独で行う方法 
 
 
 

 

12 月給与は他の月と同じように計 

算します。所得税も徴収します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年末調整関係の入力内容を元に年調 

過不足税額を表示します。 

 

 

 

 

 
12 月分給与と年末調整を同時に行う方法 
 
 
 
 
 

12 月給与（賞与）と年末調整計算 

を同時に行い、過不足額を所得税欄 

に表示します。12 月分の所得税は 

省略され徴収しません。 

 

給与＆年調 

単独年調 

   ボタンが赤色＝年調未計算 

 重要 

12 月給与の処理後に     ボ

タンから に切り

替えます。 

   ボタンが緑色＝年調実行中 

給与の作業完了後、年末調整を 

実行します。 
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９章 年末調整 

「年末調整の方法」 

 

  

年調処理月への更新 
 
❶12 月給与に更新する際に「年調方法選

択」欄にて指定可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ボタンについて 

 

❶年調処理月は「年調切替」ボタンが表示 

されます。クリックして年末調整方法の 

変更等を行えます。 

 

❷          年末調整の計算を 

行います。年末調整の設定を変更可能で 

す。 

          年末調整の計算を 

行わない状態。通常の給与の計算のみ行 

っている状態です。 

  

 

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「単独年調」と「給与&年調」の選択が可能です。 

 

「会社登録」の「税金・年調」タブに「年調方法選択」があり、こちらでも切替可能です。 

変更は 12 月以前の月でも可能ですので事前に設定しておく場合にご使用ください。 

 

➊ 

❶ 

❷ 
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「年末調整(年調データ入力)」 

 

年末調整（年調データ入力） 
毎月処理している入力データと年調データを基に年末調整の計算を行います。 

「年末調整」→「年末調整」を開いて作業を行います。(「年末調整」は給与上手くんαProⅡのみ搭載) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
年調データ入力は年末調整関係の入力、計算を行う画面です。 

「累積入力」「保険料控除/配偶者控除等申告書入力」「控除入力」「年末調整票入力」と 4 つの画面で構成されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⚫ 累積入力 

社員ごとに各月の支給額等を確認します。 

⚫ 保険料控除入力  

 各種保険を登録します。 

⚫ 基礎/配偶者/特親/調整控除申告書入力 

 配偶者収入の登録等を行います。 

⚫ 控除入力 

年末調整票の控除に関する項目を登録します。 

⚫ 年末調整票入力 

 年末調整票の控除以外の項目を登録します。 

 

 

「給与・賞与」→「給与・賞与」画面上部の「年末調整」→「年調データ入力」より作業も可能です。 

（給与上手くんαは「年調データ入力」からのみ作業可能です） 
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９章 年末調整 

「年末調整(年調データ入力)」 

 

  

累積入力 
 

1 年間の給与計算の情報が自動的に集計され
ていますので確認してください。 
 
➊前職欄に社員登録の前職タブで入力した

金額が表示されます。 
 

❷現物支給欄では、給与や賞与とは別に支 

給された支給物に相当する金額を入力す 

ることで、年間支給額に反映させること 

ができます。オプションから実額編集を 

選択して入力してください。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保険料控除入力 
 
●生命保険料控除 
 

❶生命保険料控除タブで情報を入力しま
す。 

 

➋一般保険・個人年金は区分  新・旧を
選択します。契約日が平成 24 年以降の場
合は新を選択してください。 

 
❸     ボタンで選択した保険データ
を行単位で削除します。 

 

 

 

 

●地震保険料控除／社会保険 
 料控除／共済等掛金控除 

 
❹地震保険料控除／社会保険料控除／共済

等掛金控除タブで画面を切り替えます。 
 

❺地震保険料は区分  で「地震」か「旧
長期」を選択してください。 

 
❻社会保険料は区分  で「国年金」か

「その他」を選択してください。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ポイント ―実額編集時の注意 

累積情報に誤りがある場合は、実額編集で

はなく「給与・賞与」入力から過去月に戻

って訂正してください。賃金台帳にも同時

に訂正を反映させる必要があるためです。 

➊ 

➋ 

➋ 

➊ 

❸ 

❹ 

❺ 

❻ 

  補足 ―社会保険料控除入力欄 

保険料控除申告書の様式に合わせているため入

力枠を増やすことはできません。区分に応じて

合算して入力してください。 

  重要 ―社会保険料の区分について 

国民年金保険料や国民年金基金保険料は源泉徴収票等に金額を表示

するため、区分で「国年金」を選択してください。 

国民健康保険料等、上記以外の社会保険料は区分で「その他」を選

択して下さい。 
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「年末調整(年調データ入力)」 

 

 

基礎／配偶者／特親／調整
控除申告書入力 

 

●基礎控除申告書／配偶者 
(特別)控除等申告書 

 

❶所得者の合計所得金額が 1000万円を超え
る場合、配偶者控除及び配偶者特別控除
の適用を受けることはできません。（詳細
は P40 参照） 

 
❷配偶者の収入金額を入力します。社員登

録の扶養情報タブ内にある『配偶者の所
得見積額』に金額を連動します。 

 
❸      で扶養情報から配偶者氏名

の転記が可能です。 
 

●特定親族特別控除申告書／ 
所得金額調整控除申告書 

 

❹扶養情報で入力した特定親族のデータを
連動します。扶養控除申告書を作成しな
い設定で自動判定ができない場合は手入
力します。 

 
❺所得金額調整控除を受けるための要件に

対応する扶養情報等を入力している場
合、自動的にチェックが入ります。調整
控除に該当しても自動判定できない要件
に該当する場合は、扶養親族等の情報を
入力します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

控除入力 
 

年末調整票形式で数字の確認・入力を行い
ます。白色欄は直接入力欄です。 

 
❶非課税額に誤り等があった場合に、支払

い済みの支給額との差額分を入力しま
す。 

 
➋給与から控除した社会保険料に含まれる

小規模企業共済等掛金（確定拠出年金）
を入力します。 

 
❸契約区分・区分・特例区分の  を選択

し、居住開始日と年末残高を入力するこ
とで、住宅借入金等控除可能額を簡易計
算します。 

  
 
 
 
 
 
 

以下の場合、簡易計算ができません。 
 控除額を実額入力してください。 
  ●借入が 2 件以上ある場合 
  ●増改築借入がある場合 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

➌ 

➌ 

❷ 

➊ 

❶ ❷ 

❹ 

❺ 

  補足 ―基礎控除申告書・所得金額調整控除申告書の提出がない場合 

 
 

上記の該当項目にチェックをつけてください。 

チェックをつけることで基礎控除額や所得金額調整控除額を０として再計

算します。 

  ポイント ―居住開始日の入力 

居住開始日は 6 桁入力してください。 

例）平成 28 年 11 月 1 日の場合 

281101 と入力します。元号が「令和」から 

「平成」に自動的に変わります。 

  ポイント―控除入力・年末調整票入力の欄外表示 

源泉徴収簿・年末調整票の欄外に記載される特定親族控除額

の金額を「⑰-2」として表示します。 
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「年末調整(年調データ入力)」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
住宅借入金等特別控除の入力（契約区分・区分・特例区分） 

 

 各区分の選択により、控除率・控除期間・控除限度額・所得要件が変わります。 

 住宅借入金等特別控除明細書の記載内容に従って選択してください。 

  

 契約区分：居住開始日が令和 4 年 1 月 1 日以降の借入について、借入限度額・所得要件が変わります。 

      令和 3 年 12 月 31 日以前の場合は新築・中古どちらを選択しても計算に影響はありません。 

 ●新築等…新築住宅・買取再販（宅地建物取引業者により一定のリフォームが行われた住宅） 

●中古 …既存住宅 
 

区分： 住宅借入の区分を選択します。 

●住…一般の借入 

●増…バリアフリーや省エネ改修に係る借入 

●震…東日本大震災に係る借入 

●認…認定長期優良住宅の新築等に係る借入 

●認(ZEH)…認定ゼロエネルギーハウス省エネ住宅に係る借入  

●認(省エネ) …認定省エネ基準適合住宅に係る借入  
 

特例区分： 特定取得等に該当する場合に選択します。（P28 用語集参照） 

●特…特定取得の場合 

  ●特特…特別特定取得、特例取得、特別特例取得の場合 

  ●特特特…特例特別特例取得の場合 

●特家…特例居住用家屋、特例認定住宅等の場合  

●特個…特例対象個人 ※令和 6 年居住開始から新設 

   

  

 

～控除入力Ｑ＆Ａ～ 
Q１：【源泉徴収票に住宅控除可能額が表示されない】 

A１：住宅控除可能額は 算出所得税額＜控除可能額 の場合に表示します。（P37 参照） 

 

Q２：【源泉徴収票に住宅借入金等年末残高が表示されない】 

A２：年末残高は、以下の要件のいずれかに該当する場合に出力します。 

●借入が 2 件以上ある場合 

●増改築借入もしくは震災借入がある場合 

※F6 出力設定、金額出力で、下記項目にチェックが無いと年末調整で全額控除した場合は出力されません。 

 

 

 

 

Q３：【源泉徴収票に控除可能額他を出力したい】 

A３：手引きに基づく項目のみを出力しているため、出力されない項目を敢えて出力したい場合は、源泉徴収票の出

力画面から出力設定を行ってください。（P37 参照） 

 

Q４：【住宅ローンで共同借入をしている年末残高から控除額の自動計算は可能ですか】 

A４：簡易計算では対応できません。共同借入の場合であれば手計算した控除可能額を実額で入力して頂く必要があ

ります。 
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「年末調整(年調データ入力)」 

 

特例区分 

出典：国税庁『No.1211-1 住宅の新築等をし、令和 4 年以降に居住の用に供した場合（住宅借入金等特別控除）』

『No.1212 住宅の新築等をし、令和３年までに居住の用に供した場合（住宅借入金等特別控除）』一部加工

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-1.htm 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1212.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定取得 住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等（消費税額及び地方消費税額の合

計額に相当する額をいいます。以下同じです。）が、8％又は 10％の税率により課されるべき消費

税額等である場合の住宅の取得等をいいます。 

特別特定取得 住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等が、10％の税率により課されるべ

き消費税額等である場合の住宅の取得等をいいます。 

特別特例取得 その住宅の取得等が特別特定取得に該当する場合で、当該住宅の取得等に係る契約が次の期間内に

締結されているものをいいます。 

① 新築（注文住宅）の場合 

……令和 2 年 10 月 1 日から令和 3 年 9 月 30 日までの期間 

② 分譲住宅、中古住宅の取得、増改築等の場合  

……令和２年 12 月 1 日から令和 3 年 11 月 30 日までの期間 

特例居住用家屋 小規模居住用家屋で令和 5 年 12 月 31 日以前に建築基準法第 6 条第１項の規定による建築確認を

受けた居住用家屋をいいます。 

特例認定住宅等 小規模居住用家屋で令和 7 年 12 月 31 日以前に建築基準法第 6 条第１項の規定による建築確認を

受けた認定住宅等をいいます。 

特例対象個人 個人で、年齢 40 歳未満であって配偶者を有する者、年齢 40 歳以上であって年齢 40 歳未満の配偶

者を有する者または年齢 19 歳未満の扶養親族を有する者をいいます。 

用語集 
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「年末調整帳票の出力」 

 

 
 

    から入力した情報を確認しましょう 
 
 
 
 

❶未払給与・未徴収税額は、 

内書き欄に直接入力します。 

 

 

➋選択すると年調しない社員 

においても、控除額を確認す 

ることができます。 

 

 

❸    部分には、該当する場合 

のみ赤字でメッセージを表示します。 

 

— 

— 

 

 

❹帳票下部を表示させる場合はスクロールで下げてください。 

また、マルチウィンドウに設定している場合、下部に「表示領域を広げる」が選択出来ます。 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

年末調整票入力 
 

源泉徴収簿の年末調整票の各項目入力欄で
す。扶養親族数に異動がある場合の入力や
超過額・不足額の精算入力を行います。白
色欄は全て直接入力欄です。 

 
❶前年からの過不足税額がある場合に入力

します。 
 

➋扶養親族数の異動を表現することができ
ます。 

例）6 月 15 日に結婚した場合 
当初：配偶者無しに変更 
2 段目：6 月 15 日・有りと選択 

 
❸翌年に過不足調整を行う場合は「31」欄 
 や「33」欄に入力することで、翌年 

マスターの❶欄に転記します。 

  

  ポイント ―翌年精算項目の入力 

●超過額を翌年還付する…「31」欄へ入力 

●不足額を翌年徴収する…「33」欄へ入力 

 

オプション内の過不足額一括転記より、年末

調整の過不足額を本年徴収(還付)⇔翌年徴収

(還付)を全社員一括で切り替えることもでき

ます。 
 

翌年に更新した際に、➊欄に金額を転記しま

す。 

 

➊ 

➋ 

❸ 

➊ ➊ 

➋ 
❸ 

❹ 
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「翌年度への更新」 

 

 

  ～その他Ｑ＆Ａ～ 
Q１：【入力を終えた内容を変更できないようにロックしたい】 

A１：全社員の内容について、オプションメニューの一括ロックからロッ

ク実行を選択することで、全社員に対してロック（データ保護）を

行うことができます。 

一人ずつのデータをロックする場合は、   ボタンを選択してく

ださい。尚、ロック機能利用時は会社登録の情報もロックされるた

めご注意ください。 

 

Q２：【年調データ入力から処理終了せずに年末調整の各帳票を出力したい】 

A２：メニューバーから各帳票の出力へ切り替え可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q３：【連続して開いた画面を一度で終了したい】 

A３：画面左側のメニューバー下部の 実行中  ボタンから「業務一括終了」を選択してください。 

※実行中タスクリストに表示されている処理（ｄｂ系）が一括で終了しますのでご注意くださ

い。 

 

・年調帳票 …年末調整帳票を出力（P35～ 参照） 
・確認帳票 …各種確認帳票を出力（P32～ 参照） 
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「翌年度への更新」 

 

 年末調整帳票の出力（給与上手くん αProII のみ） 
 

毎月処理している入力データと年調データを基に年末調整の計算を行います。 

「年末調整」→「出力処理（年調関係）」を開いて作業を行います。(給与上手くんαProⅡのみ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  「年調データ入力」の画面上部から各帳票の印刷画面に移動も可能です。 
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「翌年度への更新」 

 

 翌年度への更新 
年末調整の作業が終わった後は翌年更新を行います。 

「導入・更新」→「翌年更新（翌月更新）」より作業を行います。 

 

 

 

翌年更新 

➊12 月から 1 月に更新する場合は、前年の
データを過年度として保存する必要があ
る為、「給与・賞与」の入力画面からは行
えません。「登録・導入」の「翌年更新」
から進めてください。 

 

 ➋処理区分が給与（翌年）又は賞与（翌 

年）の表示になっていることを確認して

ください。（下記 Q&A 参照） 

 

 ➌社員コード再付番以下は翌年更新時のみ 

  選択可能です。必要に応じて切り替えて 

  ください。 

  当年のマスターをハードディスクに保存 

  するは必ず「する」にしてください。 

 

 ❹支払基礎日数は算定・月変処理の判定に 

  影響します。時給者・日給者に関しては 

  出勤日数が支払基礎日数となります。 

 

 ❺各項目を確認後、に     をクリッ 

クして翌年への更新を行います。 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

～翌年更新Ｑ＆Ａ～ 
Q１：【翌年に更新したいのですが、賞与しか選択できません】 

A１：2 点あります。 

   ・給与賞与の入力画面の登録更新から翌月更新で進まれた場合 

    →入力画面を閉じ、「登録・導入」の「翌年更新」から進めてください。 

 

   ・12 月まで進めているが年調計算がかかっていない状態の場合 

→「給与・賞与」の入力画面で年調切替ボタンから年末調整計算を行うの状態にしてから 

 再度登録導入の翌年更新を行ってください。 

 

年調実行（緑色）にしないと翌年への

更新が行えません。 

❷ 

➊ 

❺ 

❹ 

❸ 
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